
はは
じじ
めめ
にに  

陶
氏
は
、
早
期
に
分
出
し
た
周
防
大
内
氏
の
庶
家
・
右
田
氏
の
一
流
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
右
田
弘
俊
の
次
男
弘
賢
が
周
防
国
吉
敷
郡
陶
保
（
現
、
山
口
市
）

に
居
住
し
て
在
名
を
名
乗
っ
た
の
に
始
ま
る
。
同
氏
は
南
北
朝
期
以
降
に
分

国
の
守
護
代
を
歴
任
す
る
な
ど
し
て
地
歩
を
固
め
、
一
五
世
紀
半
ば
以
降
は

大
内
氏
の
最
有
力
家
臣
と
し
て
の
卓
越
し
た
地
位
を
築
い
た
。
そ
の
一
方
で

陶
氏
は
、
大
内
氏
分
国
内
で
最
大
の
在
地
領
主
で
あ
り
、
自
ら
の
家
臣
団
を
編

成
し
、
所
領
支
配
を
行
っ
て
い
た
（
１
）
。
そ
う
い
っ
た
領
主
と
し
て
の
陶
氏

の
姿
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が

た
い
。 

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
陶
氏
権
力
を
構
成
す
る
家
臣
団
に
つ
い
て
考
察
す
る

た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
陶
氏
家
臣
が
発
給
し
た
奉
書
や
そ
れ
に
類
す
る

文
書
（
２
）
に
署
判
し
て
い
る
人
物
（
以
下
、
本
文
中
で
は
奉
者
と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
）
を
抽
出
す
る
。
あ
わ
せ
て
そ
の
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。  

 

一一  

陶陶
氏氏
のの
奉奉
書書
署署
判判
者者
のの
概概
要要  

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
（
奉
者
）
に
つ
い
て
、
署
判
期
間
の
初
見
と
終
見
を
一

覧
に
し
た
の
が
表
１
で
、
陶
氏
当
主
ご
と
に
ど
の
家
が
奉
者
と
な
っ
て
い
る

か
を
苗
字
別
に
数
値
で
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る

特
徴
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

ま
ず
、
奉
者
と
し
て
苗
字
の
判
明
す
る
家
は
二
六
家
、
人
数
は
苗
字
の
判
明

し
な
い
者
を
含
め
て
七
四
名
で
あ
る
。
陶
氏
家
臣
団
の
全
貌
が
わ
か
る
分
限

帳
の
よ
う
な
史
料
は
現
存
せ
ず
、
興
房
～
隆
房
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
交

名
の
断
簡
が
四
点
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
３
）
。
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
る
九
九

名
（
延
べ
一
〇
二
名
）
の
内
、
表
１
に
登
場
す
る
人
物
は
三
名
し
か
い
な
い
。

ま
た
陶
氏
家
臣
と
し
て
苗
字
の
判
明
す
る
家
は
、
庶
子
家
の
家
臣
を
含
め
て

一
二
八
家
に
及
ぶ
の
で
、
奉
者
を
務
め
る
家
は
二
割
程
度
と
な
る
。
し
た
が
っ

陶陶
氏氏
のの
奉奉
書書
署署
判判
者者
にに
つつ
いい
てて  

和 

田 

秀 

作 
陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
一



な
お
、
伊
香
賀
、
江
良
、
深
野
、
毛
利
、
安
岡
、
山
崎
の
各
氏
に
つ
い
て
は
『
県

史 

通
史
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

【
安
岐
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
一
五
世
紀
前
半
の
陶
盛
長
と
陶
盛
政
の
と
き
に

長
門
小
守
護
代
を
務
め
た
盛
輔
（
表
１
№
４
）
以
外
で
は
、
延
徳
四
年
（
一
四

九
二
）
に
東
福
寺
の
得
米
充
米
に
つ
い
て
取
次
ぎ
、
礼
銭
三
百
文
を
受
け
取
っ

た
蔵
人
（
５
）
や
興
房
～
隆
房
期
の
交
名
に
名
が
見
え
る
新
三
が
い
る
。
安
芸

郡
山
合
戦
で
討
死
し
た
「
秋
新
右
兵
衛
」
も
こ
の
家
か
（
６
）
。 

【
浅
江
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
周
防
国
熊
毛
郡
浅
江
（
現
、
光
市
）
を
本
貫
地

と
す
る
。
管
見
の
限
り
、
奉
者
を
務
め
た
道
寿
（
表
１
№
９
）
以
外
に
は
活
動

が
知
ら
れ
な
い
。
陶
氏
が
南
北
朝
期
以
降
の
本
拠
地
で
あ
る
富
田
か
ら
東
へ

勢
力
を
伸
ば
し
て
い
く
途
中
で
権
力
中
枢
に
取
り
込
ん
だ
家
で
あ
ろ
う
。 

【
大
楽
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
の
江
良
広
慶
請
文
の

宛
名
と
し
て
「
大
楽
図
書
入
道
」
の
名
が
見
え
る
の
が
、
陶
氏
家
臣
と
し
て
の

大
楽
氏
の
初
見
で
あ
ろ
う
（
７
）
。
こ
れ
以
降
、
奉
者
を
務
め
た
政
秀
（
表
１

№
６
）
以
外
で
は
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
に
陶
氏
の
命
に
よ
り
、
須
々
万

八
幡
の
役
人
座
配
を
定
め
た
土
佐
守
（
８
）
や
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以

前
に
陶
弘
護
息
女
が
石
見
国
の
有
力
国
人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し

た
八
郎
兵
衛
（
９
）
が
い
る
。 

【
奈
良
橋
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
周
防
国
熊
毛
郡
伊
保
庄
の
土
豪
河
内
山
氏
の

一
族
で
、
同
荘
内
に
給
地
を
持
っ
て
い
た
（
10
）
。
奉
者
を
務
め
た
玄
寿
（
表

１
№
35
）
は
山
口
に
居
住
し
て
お
り
、
陶
氏
の
「
山
口
定
衆
」
と
し
て
活
動

し
て
い
た
（
11
）
。
ほ
か
に
七
郎
、
玄
寿
息
の
新
兵
衛
、
厳
島
合
戦
で
討
死
し

た
治
部
丞
な
ど
が
い
る
（
12
）
。 

【
温
科
氏
】
本
姓
は
藤
原
か
。
奉
者
を
務
め
た
秀
親
（
表
１
№
22
）
や
護
親

（
表
１
№
28
）
以
外
に
は
活
動
例
が
確
認
で
き
な
い
。
護
親
は
、
延
徳
四
年

（
一
四
九
二
）
以
前
に
東
福
寺
の
申
次
を
務
め
て
い
る
（
13
）
。
実
例
か
ら
「
親
」

字
が
通
字
と
考
え
ら
れ
、
陶
氏
家
臣
温
科
氏
は
安
芸
国
安
南
郡
温
科
（
現
、
広

島
市
）
を
本
貫
地
と
す
る
温
科
氏
と
同
族
の
可
能
性
が
高
い
（
14
）
。 

【
肥
留
（
ひ
る
）
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
陶
興
房
・
隆
房
に
仕
え
て
、
使
者
や

奉
者
を
務
め
た
景
忠
（
表
１
№
39
）
以
外
で
は
、
同
時
期
に
活
動
が
確
認
で

き
る
備
前
守
が
い
る
。
備
前
守
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
対
馬
の
宗
氏

か
ら
の
使
者
を
興
房
に
取
次
ぎ
、
礼
と
し
て
草
氈
を
贈
ら
れ
た
（
15
）
。 

【
宮
川
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
南
北
朝
期
か
ら
大
内
氏
家
臣
と
し
て
散
見
さ
れ

る
宮
川
氏
の
庶
流
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き

る
の
は
一
六
世
紀
以
降
で
、
奉
者
を
務
め
た
房
頼
（
表
１
№
66
）
や
昌
頼
（
表

１
№
67
）
以
外
に
、
右
衛
門
尉
、
善
左
衛
門
尉
、
太
郎
左
衛
門
尉
、
市
允
な

ど
が
知
ら
れ
る
。
宮
川
氏
に
は
武
将
と
し
て
の
姿
を
伝
え
る
例
が
多
く
、
市
允

は
厳
島
合
戦
で
自
刃
し
た
陶
晴
賢
の
介
錯
を
し
た
と
い
う
（
16
）
。 

な
お
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
六
月
五
日
の
安
芸
明
石
口
の
戦
い
（
折

敷
畑
合
戦
）
で
戦
死
し
た
こ
と
で
著
名
な
宮
川
甲
斐
守
に
つ
い
て
付
言
し
て

て
、
奉
者
は
陶
氏
家
臣
団
全
体
か
ら
す
れ
ば
限
ら
れ
た
数
の
者
で
あ
り
、
上
層

家
臣
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

次
に
、
奉
者
の
数
は
隆
房
期
に
増
大
し
て
お
り
、
家
臣
団
全
体
と
同
じ
傾
向

を
示
す
。
こ
れ
は
当
該
期
の
史
料
の
残
存
状
況
が
そ
れ
以
前
よ
り
恵
ま
れ
て

い
る
こ
と
と
比
例
す
る
が
、
陶
氏
の
勢
力
拡
大
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
時
代
が
降
る
に
し
た
が
い
、
家
臣
の
本
拠
地
は
都
濃
郡
周
辺
か

ら
周
防
国
全
体
へ
、
さ
ら
に
長
門
国
や
そ
れ
以
外
の
国
へ
と
地
域
的
な
広
が

り
を
見
せ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
奉
者
に
限
れ
ば
地
域
的
な
広
が
り
に
つ
い
て

は
評
価
が
難
し
い
。 

陶
氏
奉
者
の
顔
触
れ
は
時
期
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
時

期
を
通
じ
て
奉
者
を
務
め
て
い
る
の
が
、
伊
香
賀
、
野
上
、
安
岡
、
山
崎
の
各

氏
で
あ
る
（
表
２
№
３
・
15
・
21
・
23
）
。
特
に
伊
香
賀
氏
は
最
大
の
一

三
名
を
数
え
、
「
累
世
仕
于
陶
家
」
と
い
う
評
価
に
恥
じ
な
い
（
４
）
。
ま
た

江
良
氏
や
深
野
氏
は
陶
氏
家
臣
と
し
て
ほ
ぼ
全
て
の
時
期
で
活
動
が
確
認
で

き
る
が
、
奉
者
と
し
て
の
活
動
が
検
出
で
き
な
い
時
期
が
あ
る
。
そ
し
て
弘
護

期
ま
で
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
安
村
氏
は
以
降
奉
者
か
ら
外
れ
、
弘
護
期
以
降

に
活
動
が
顕
著
に
な
る
毛
利
氏
は
、
奉
者
に
加
わ
る
時
期
は
や
や
後
に
な
る
。 

そ
れ
で
は
、
陶
氏
の
奉
者
は
ど
の
よ
う
な
身
分
や
階
層
の
者
が
務
め
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

陶
氏
は
、
大
内
氏
当
主
の
分
身
た
る
「
国
代
官
」
＝
守
護
代
を
務
め
て
分
国

の
支
配
に
当
た
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
さ
ら
に
自
ら
の
腹
心
を
「
国
役
代
」
＝

小
守
護
代
に
任
命
し
て
そ
の
職
務
を
代
行
さ
せ
た
。
周
防
国
で
は
、
野
上
氏
が

小
守
護
代
を
世
襲
し
、
長
門
国
は
江
良
広
慶
と
安
岐
盛
輔
、
筑
前
国
は
毛
利
房

広
の
在
職
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
。
彼
ら
は
、
陶
氏
の
命
を
受
け
て
所
領
問

題
裁
決
の
遵
行
（
下
地
打
渡
な
ど
の
強
制
執
行
）
や
軍
事
指
揮
権
・
行
賞
権
な

ど
の
権
限
を
行
使
し
た
。
表
１
に
は
こ
の
小
守
護
代
を
務
め
た
人
物
が
含
ま

れ
て
お
り
（
表
１
№
１
・
４
・
11
・
26
・
51
・
60
）
、
小
守
護
代
在
職
中

に
奉
書
署
判
に
加
わ
っ
て
い
た
事
例
も
複
数
知
ら
れ
る
（
表
１
№
４
・
26
・

51
・
60
）
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
陶
氏
権
力
の
中
枢
を
構
成
す
る
最
有
力
家
臣

で
あ
る
。 

ま
た
、
奉
者
に
は
軍
事
指
揮
官
と
し
て
合
戦
に
赴
い
た
り
、
城
将
ク
ラ
ス
の

有
力
武
将
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
者
も
お
り
（
表
１
№
47
・
64
・
66
）
、

奉
者
が
単
な
る
文
官
の
集
団
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

つ
ま
り
陶
氏
の
奉
者
に
は
、
行
政
官
僚
的
な
性
格
が
強
い
、
い
わ
ゆ
る
奉
行

人
以
外
の
人
物
も
含
ま
れ
て
お
り
、
奉
者
の
内
部
に
は
階
層
差
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 

二二  

陶陶
氏氏
のの
有有
力力
家家
臣臣  

 

こ
こ
で
は
、
奉
者
を
務
め
た
陶
氏
の
有
力
家
臣
の
家
に
つ
い
て
概
観
し
、
奉

者
の
出
自
や
歴
史
的
な
性
格
を
探
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
二



な
お
、
伊
香
賀
、
江
良
、
深
野
、
毛
利
、
安
岡
、
山
崎
の
各
氏
に
つ
い
て
は
『
県

史 
通
史
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

【
安
岐
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
一
五
世
紀
前
半
の
陶
盛
長
と
陶
盛
政
の
と
き
に

長
門
小
守
護
代
を
務
め
た
盛
輔
（
表
１
№
４
）
以
外
で
は
、
延
徳
四
年
（
一
四

九
二
）
に
東
福
寺
の
得
米
充
米
に
つ
い
て
取
次
ぎ
、
礼
銭
三
百
文
を
受
け
取
っ

た
蔵
人
（
５
）
や
興
房
～
隆
房
期
の
交
名
に
名
が
見
え
る
新
三
が
い
る
。
安
芸

郡
山
合
戦
で
討
死
し
た
「
秋
新
右
兵
衛
」
も
こ
の
家
か
（
６
）
。 

【
浅
江
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
周
防
国
熊
毛
郡
浅
江
（
現
、
光
市
）
を
本
貫
地

と
す
る
。
管
見
の
限
り
、
奉
者
を
務
め
た
道
寿
（
表
１
№
９
）
以
外
に
は
活
動

が
知
ら
れ
な
い
。
陶
氏
が
南
北
朝
期
以
降
の
本
拠
地
で
あ
る
富
田
か
ら
東
へ

勢
力
を
伸
ば
し
て
い
く
途
中
で
権
力
中
枢
に
取
り
込
ん
だ
家
で
あ
ろ
う
。 

【
大
楽
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
の
江
良
広
慶
請
文
の

宛
名
と
し
て
「
大
楽
図
書
入
道
」
の
名
が
見
え
る
の
が
、
陶
氏
家
臣
と
し
て
の

大
楽
氏
の
初
見
で
あ
ろ
う
（
７
）
。
こ
れ
以
降
、
奉
者
を
務
め
た
政
秀
（
表
１

№
６
）
以
外
で
は
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
に
陶
氏
の
命
に
よ
り
、
須
々
万

八
幡
の
役
人
座
配
を
定
め
た
土
佐
守
（
８
）
や
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以

前
に
陶
弘
護
息
女
が
石
見
国
の
有
力
国
人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し

た
八
郎
兵
衛
（
９
）
が
い
る
。 

【
奈
良
橋
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
周
防
国
熊
毛
郡
伊
保
庄
の
土
豪
河
内
山
氏
の

一
族
で
、
同
荘
内
に
給
地
を
持
っ
て
い
た
（
10
）
。
奉
者
を
務
め
た
玄
寿
（
表

１
№
35
）
は
山
口
に
居
住
し
て
お
り
、
陶
氏
の
「
山
口
定
衆
」
と
し
て
活
動

し
て
い
た
（
11
）
。
ほ
か
に
七
郎
、
玄
寿
息
の
新
兵
衛
、
厳
島
合
戦
で
討
死
し

た
治
部
丞
な
ど
が
い
る
（
12
）
。 

【
温
科
氏
】
本
姓
は
藤
原
か
。
奉
者
を
務
め
た
秀
親
（
表
１
№
22
）
や
護
親

（
表
１
№
28
）
以
外
に
は
活
動
例
が
確
認
で
き
な
い
。
護
親
は
、
延
徳
四
年

（
一
四
九
二
）
以
前
に
東
福
寺
の
申
次
を
務
め
て
い
る
（
13
）
。
実
例
か
ら
「
親
」

字
が
通
字
と
考
え
ら
れ
、
陶
氏
家
臣
温
科
氏
は
安
芸
国
安
南
郡
温
科
（
現
、
広

島
市
）
を
本
貫
地
と
す
る
温
科
氏
と
同
族
の
可
能
性
が
高
い
（
14
）
。 

【
肥
留
（
ひ
る
）
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
陶
興
房
・
隆
房
に
仕
え
て
、
使
者
や

奉
者
を
務
め
た
景
忠
（
表
１
№
39
）
以
外
で
は
、
同
時
期
に
活
動
が
確
認
で

き
る
備
前
守
が
い
る
。
備
前
守
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
対
馬
の
宗
氏

か
ら
の
使
者
を
興
房
に
取
次
ぎ
、
礼
と
し
て
草
氈
を
贈
ら
れ
た
（
15
）
。 

【
宮
川
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
南
北
朝
期
か
ら
大
内
氏
家
臣
と
し
て
散
見
さ
れ

る
宮
川
氏
の
庶
流
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き

る
の
は
一
六
世
紀
以
降
で
、
奉
者
を
務
め
た
房
頼
（
表
１
№
66
）
や
昌
頼
（
表

１
№
67
）
以
外
に
、
右
衛
門
尉
、
善
左
衛
門
尉
、
太
郎
左
衛
門
尉
、
市
允
な

ど
が
知
ら
れ
る
。
宮
川
氏
に
は
武
将
と
し
て
の
姿
を
伝
え
る
例
が
多
く
、
市
允

は
厳
島
合
戦
で
自
刃
し
た
陶
晴
賢
の
介
錯
を
し
た
と
い
う
（
16
）
。 

な
お
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
六
月
五
日
の
安
芸
明
石
口
の
戦
い
（
折

敷
畑
合
戦
）
で
戦
死
し
た
こ
と
で
著
名
な
宮
川
甲
斐
守
に
つ
い
て
付
言
し
て

て
、
奉
者
は
陶
氏
家
臣
団
全
体
か
ら
す
れ
ば
限
ら
れ
た
数
の
者
で
あ
り
、
上
層

家
臣
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

次
に
、
奉
者
の
数
は
隆
房
期
に
増
大
し
て
お
り
、
家
臣
団
全
体
と
同
じ
傾
向

を
示
す
。
こ
れ
は
当
該
期
の
史
料
の
残
存
状
況
が
そ
れ
以
前
よ
り
恵
ま
れ
て

い
る
こ
と
と
比
例
す
る
が
、
陶
氏
の
勢
力
拡
大
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
時
代
が
降
る
に
し
た
が
い
、
家
臣
の
本
拠
地
は
都
濃
郡
周
辺
か

ら
周
防
国
全
体
へ
、
さ
ら
に
長
門
国
や
そ
れ
以
外
の
国
へ
と
地
域
的
な
広
が

り
を
見
せ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
奉
者
に
限
れ
ば
地
域
的
な
広
が
り
に
つ
い
て

は
評
価
が
難
し
い
。 

陶
氏
奉
者
の
顔
触
れ
は
時
期
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
時

期
を
通
じ
て
奉
者
を
務
め
て
い
る
の
が
、
伊
香
賀
、
野
上
、
安
岡
、
山
崎
の
各

氏
で
あ
る
（
表
２
№
３
・
15
・
21
・
23
）
。
特
に
伊
香
賀
氏
は
最
大
の
一

三
名
を
数
え
、
「
累
世
仕
于
陶
家
」
と
い
う
評
価
に
恥
じ
な
い
（
４
）
。
ま
た

江
良
氏
や
深
野
氏
は
陶
氏
家
臣
と
し
て
ほ
ぼ
全
て
の
時
期
で
活
動
が
確
認
で

き
る
が
、
奉
者
と
し
て
の
活
動
が
検
出
で
き
な
い
時
期
が
あ
る
。
そ
し
て
弘
護

期
ま
で
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
安
村
氏
は
以
降
奉
者
か
ら
外
れ
、
弘
護
期
以
降

に
活
動
が
顕
著
に
な
る
毛
利
氏
は
、
奉
者
に
加
わ
る
時
期
は
や
や
後
に
な
る
。 

そ
れ
で
は
、
陶
氏
の
奉
者
は
ど
の
よ
う
な
身
分
や
階
層
の
者
が
務
め
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

陶
氏
は
、
大
内
氏
当
主
の
分
身
た
る
「
国
代
官
」
＝
守
護
代
を
務
め
て
分
国

の
支
配
に
当
た
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
さ
ら
に
自
ら
の
腹
心
を
「
国
役
代
」
＝

小
守
護
代
に
任
命
し
て
そ
の
職
務
を
代
行
さ
せ
た
。
周
防
国
で
は
、
野
上
氏
が

小
守
護
代
を
世
襲
し
、
長
門
国
は
江
良
広
慶
と
安
岐
盛
輔
、
筑
前
国
は
毛
利
房

広
の
在
職
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
。
彼
ら
は
、
陶
氏
の
命
を
受
け
て
所
領
問

題
裁
決
の
遵
行
（
下
地
打
渡
な
ど
の
強
制
執
行
）
や
軍
事
指
揮
権
・
行
賞
権
な

ど
の
権
限
を
行
使
し
た
。
表
１
に
は
こ
の
小
守
護
代
を
務
め
た
人
物
が
含
ま

れ
て
お
り
（
表
１
№
１
・
４
・
11
・
26
・
51
・
60
）
、
小
守
護
代
在
職
中

に
奉
書
署
判
に
加
わ
っ
て
い
た
事
例
も
複
数
知
ら
れ
る
（
表
１
№
４
・
26
・

51
・
60
）
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
陶
氏
権
力
の
中
枢
を
構
成
す
る
最
有
力
家
臣

で
あ
る
。 

ま
た
、
奉
者
に
は
軍
事
指
揮
官
と
し
て
合
戦
に
赴
い
た
り
、
城
将
ク
ラ
ス
の

有
力
武
将
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
者
も
お
り
（
表
１
№
47
・
64
・
66
）
、

奉
者
が
単
な
る
文
官
の
集
団
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

つ
ま
り
陶
氏
の
奉
者
に
は
、
行
政
官
僚
的
な
性
格
が
強
い
、
い
わ
ゆ
る
奉
行

人
以
外
の
人
物
も
含
ま
れ
て
お
り
、
奉
者
の
内
部
に
は
階
層
差
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 

二二  

陶陶
氏氏
のの
有有
力力
家家
臣臣  

 

こ
こ
で
は
、
奉
者
を
務
め
た
陶
氏
の
有
力
家
臣
の
家
に
つ
い
て
概
観
し
、
奉

者
の
出
自
や
歴
史
的
な
性
格
を
探
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
三



お
く
。
甲
斐
守
は
周
防
牛
ヶ
峠
・
生
見
（
現
、
岩
国
市
美
和
町
）
の
高
森
城
主

岐
志
通
明
の
孫
と
伝
わ
り
（
17
）
、
陶
興
房
・
隆
房
の
二
代
に
仕
え
、
永
正
八

年
（
一
五
一
一
）
の
京
都
船
岡
山
の
戦
い
を
は
じ
め
数
々
の
合
戦
に
参
加
し
て

武
功
を
あ
げ
た
、
陶
氏
の
有
力
武
将
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
宮
川
甲
斐
守
の
実

名
は
、
一
般
に
は
「
房
長
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
専
門
家
の
間
で
は
疑

問
視
さ
れ
て
い
た
（
18
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
周
防
小
松
原
荘
の
土
豪
・
石

光
四
郎
左
衛
門
に
宛
て
た
（
年
未
詳
）
六
月
二
十
三
日
付
け
陶
氏
家
臣
連
署
奉

書
写
の
奥
署
判
者
と
し
て
、
「
宮
川
甲
斐
守
房
頼
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
判
明

す
る
（
19
）
。
実
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
陶
氏
家
臣
の
宮
川
氏
や
そ
の
本
家
と

思
わ
れ
る
大
内
氏
家
臣
の
宮
川
氏
の
通
字
は
「
頼
」
で
あ
る
（
20
）
。
し
た
が

っ
て
、
主
君
・
陶
興
房
の
偏
諱
で
あ
る
「
房
」
と
通
字
の
「
頼
」
を
組
み
合
わ

せ
た
「
房
頼
」
は
、
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
納
得
が
い
く
名
前
と
い
え
る
。 

【
安
村
氏
】
本
姓
は
藤
原
と
推
測
さ
れ
、
「
家
」
を
通
字
と
す
る
。
長
禄
三

年
（
一
四
五
九
）
に
須
々
万
八
幡
神
主
と
代
官
に
社
役
緩
怠
者
の
交
名
注
進
を

命
じ
た
陶
氏
奉
書
の
奉
者
の
一
人
に
「
安
村
因
幡
守
資
家
」
（
表
１
№
14
）

の
名
が
見
え
る
の
が
、
陶
氏
家
臣
安
村
氏
の
初
見
で
あ
ろ
う
（
21
）
。
続
い
て

重
家
（
表
１
№
18
）
と
房
家
（
表
１
№
21
）
も
陶
弘
護
の
時
に
奉
者
を
務
め

た
。
重
家
は
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
に
弘
護
が
上
洛
し
た
際
に
供
を
し
、

使
者
と
し
て
蜷
川
親
元
の
許
へ
太
刀
等
を
持
参
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
22
）
。

ま
た
、
彼
は
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以
前
に
弘
護
息
女
が
石
見
国
の
有
力
国

人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し
て
お
り
（
23
）
、
陶
氏
の
信
頼
が
厚
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以
降
安
村
氏
の
名
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。 

【
山
田
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
八
月
、
大
郎
丸
へ

神
主
役
相
続
安
堵
を
伝
え
た
陶
氏
奉
書
の
奉
者
の
一
人
に
「
山
田
筑
後
守
房

頼
」
（
表
１
№
27
）
の
名
が
見
え
る
の
が
陶
氏
家
臣
山
田
氏
の
初
見
で
あ
ろ

う
（
24
）
。
源
兵
衛
や
新
大
郎
は
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以
前
に
京
夫
催

促
の
た
め
に
得
地
保
に
入
部
し
て
お
り
、
源
兵
衛
は
同
じ
頃
に
陶
弘
護
息
女

が
石
見
国
の
有
力
国
人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し
た
（
25
）
。
興
房
～

隆
房
期
の
交
名
に
は
、
与
四
郎
と
八
郎
左
の
名
が
見
え
る
（
26
）
。 

【
由
利
氏
】
本
姓
は
大
中
臣
。
長
門
国
美
祢
郡
大
峯
の
地
頭
由
利
氏
（
27
）
の

庶
流
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
は
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月

に
奈
良
橋
七
郎
に
周
防
伊
保
庄
中
村
内
奥
安
名
五
石
地
の
御
給
所
役
免
除
を

通
知
し
た
奉
書
の
奉
者
を
務
め
た
護
忠
（
表
１
№
30
）
以
外
に
は
活
動
例
が

確
認
で
き
な
い
。 

【
渡
辺
氏
】
陶
氏
家
臣
の
渡
辺
氏
に
は
複
数
の
家
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
嵯

峨
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
家
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
徴
的
な
一
字
名
乗

り
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
奉
者
を
務
め
た
尚
（
表
１
№
24
）
や
照
（
表

１
№
61
）
の
ほ
か
、
盛
、
勝
な
ど
が
該
当
す
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
の
渡
辺

氏
は
、
「
渡
辺
彦
左
衛
門
尚
」
が
弘
護
期
の
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
に
坪

付
を
発
給
し
た
の
を
初
見
と
し
て
、
平
十
郎
、
掃
部
助
、
新
三
郎
、
大
蔵
、
与

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
四



お
く
。
甲
斐
守
は
周
防
牛
ヶ
峠
・
生
見
（
現
、
岩
国
市
美
和
町
）
の
高
森
城
主

岐
志
通
明
の
孫
と
伝
わ
り
（
17
）
、
陶
興
房
・
隆
房
の
二
代
に
仕
え
、
永
正
八

年
（
一
五
一
一
）
の
京
都
船
岡
山
の
戦
い
を
は
じ
め
数
々
の
合
戦
に
参
加
し
て

武
功
を
あ
げ
た
、
陶
氏
の
有
力
武
将
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
宮
川
甲
斐
守
の
実

名
は
、
一
般
に
は
「
房
長
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
専
門
家
の
間
で
は
疑

問
視
さ
れ
て
い
た
（
18
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
周
防
小
松
原
荘
の
土
豪
・
石

光
四
郎
左
衛
門
に
宛
て
た
（
年
未
詳
）
六
月
二
十
三
日
付
け
陶
氏
家
臣
連
署
奉

書
写
の
奥
署
判
者
と
し
て
、
「
宮
川
甲
斐
守
房
頼
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
判
明

す
る
（
19
）
。
実
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
陶
氏
家
臣
の
宮
川
氏
や
そ
の
本
家
と

思
わ
れ
る
大
内
氏
家
臣
の
宮
川
氏
の
通
字
は
「
頼
」
で
あ
る
（
20
）
。
し
た
が

っ
て
、
主
君
・
陶
興
房
の
偏
諱
で
あ
る
「
房
」
と
通
字
の
「
頼
」
を
組
み
合
わ

せ
た
「
房
頼
」
は
、
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
納
得
が
い
く
名
前
と
い
え
る
。 

【
安
村
氏
】
本
姓
は
藤
原
と
推
測
さ
れ
、
「
家
」
を
通
字
と
す
る
。
長
禄
三

年
（
一
四
五
九
）
に
須
々
万
八
幡
神
主
と
代
官
に
社
役
緩
怠
者
の
交
名
注
進
を

命
じ
た
陶
氏
奉
書
の
奉
者
の
一
人
に
「
安
村
因
幡
守
資
家
」
（
表
１
№
14
）

の
名
が
見
え
る
の
が
、
陶
氏
家
臣
安
村
氏
の
初
見
で
あ
ろ
う
（
21
）
。
続
い
て

重
家
（
表
１
№
18
）
と
房
家
（
表
１
№
21
）
も
陶
弘
護
の
時
に
奉
者
を
務
め

た
。
重
家
は
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
に
弘
護
が
上
洛
し
た
際
に
供
を
し
、

使
者
と
し
て
蜷
川
親
元
の
許
へ
太
刀
等
を
持
参
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
22
）
。

ま
た
、
彼
は
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以
前
に
弘
護
息
女
が
石
見
国
の
有
力
国

人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し
て
お
り
（
23
）
、
陶
氏
の
信
頼
が
厚
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以
降
安
村
氏
の
名
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。 

【
山
田
氏
】
本
姓
は
不
詳
。
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
八
月
、
大
郎
丸
へ

神
主
役
相
続
安
堵
を
伝
え
た
陶
氏
奉
書
の
奉
者
の
一
人
に
「
山
田
筑
後
守
房

頼
」
（
表
１
№
27
）
の
名
が
見
え
る
の
が
陶
氏
家
臣
山
田
氏
の
初
見
で
あ
ろ

う
（
24
）
。
源
兵
衛
や
新
大
郎
は
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
以
前
に
京
夫
催

促
の
た
め
に
得
地
保
に
入
部
し
て
お
り
、
源
兵
衛
は
同
じ
頃
に
陶
弘
護
息
女

が
石
見
国
の
有
力
国
人
益
田
宗
兼
に
嫁
い
だ
際
に
供
奉
し
た
（
25
）
。
興
房
～

隆
房
期
の
交
名
に
は
、
与
四
郎
と
八
郎
左
の
名
が
見
え
る
（
26
）
。 

【
由
利
氏
】
本
姓
は
大
中
臣
。
長
門
国
美
祢
郡
大
峯
の
地
頭
由
利
氏
（
27
）
の

庶
流
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
は
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月

に
奈
良
橋
七
郎
に
周
防
伊
保
庄
中
村
内
奥
安
名
五
石
地
の
御
給
所
役
免
除
を

通
知
し
た
奉
書
の
奉
者
を
務
め
た
護
忠
（
表
１
№
30
）
以
外
に
は
活
動
例
が

確
認
で
き
な
い
。 

【
渡
辺
氏
】
陶
氏
家
臣
の
渡
辺
氏
に
は
複
数
の
家
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
嵯

峨
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
家
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
徴
的
な
一
字
名
乗

り
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
奉
者
を
務
め
た
尚
（
表
１
№
24
）
や
照
（
表

１
№
61
）
の
ほ
か
、
盛
、
勝
な
ど
が
該
当
す
る
。
陶
氏
家
臣
と
し
て
の
渡
辺

氏
は
、
「
渡
辺
彦
左
衛
門
尚
」
が
弘
護
期
の
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
に
坪

付
を
発
給
し
た
の
を
初
見
と
し
て
、
平
十
郎
、
掃
部
助
、
新
三
郎
、
大
蔵
、
与

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
五



と
認
識
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
厚
遇
さ
れ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。 

（
周
防
国
都
濃
郡
） 

富
田
之
内
屋
敷
一
所
深
野
平
右
衛
門
尉
相
抱
候
、
然
者
今
度
御
給
地
付 

（
毛
利
元
就
） 

 

而
、
被
相
究
候
由
無
余
儀
候
、
定
可
被
及
聞
召
候
子
細
候
て
、
日
頼
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

（
房
重
） 

 
 
 

（
晴
賢
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
時
被
遣
置
候
、
其
趣
者
、
先
年
祖
父
深
野
平
左
衛
門
、
陶
隆
房
若
ク 

（
山
城
国
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
安
芸
国
高
田
郡
） 

候
時
、
船
岡
山
以
来
功
者
に
て
候
つ
る
間
、
彼
家
悉
皆
仕
候
、
吉
田
へ 

 

尼
子
取
懸
候
砌
、
天
神
之
尾
へ
周
防
衆
被
成
陣
替
、
吉
田
衆
宮
之
尾
を 

 

正
月
十
三
日
に
被
切
崩
は
、
同
刻
陶
衆
三
緒
鼻
江
取
上
雲
州
衆
と
大
合 

（
久
幸
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

（
房
重
）    

〔
討
ヵ
〕 

戦
之
時
、
尼
子
下
野
守
此
方
ヘ
は
深
野
平
左
衛
門
射
死
候
、
防
雲
御
弓 

 

矢
に
は
無
比
類
戦
に
候
つ
る
、
夜
中
則
雲
州
衆
退
散
候
、
宮
之
尾
為
後 

（
深
野
房
重
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詰
天
神
之
尾
周
防
衆
被
差
寄
候
事
、
始
中
終
平
左
衛
門
行
迄
候
つ
る 

（
毛
利
元
就
） 

間
、
其
忠
儀
日
頼
様
不
被
思
召
忘
、
晴
賢
宮
島
敗
軍
之
時
、
江
良
養
子 

 

平
左
衛
門
孫
に
て
候
つ
る
故
、
無
相
違
被
生
捕
、
江
良
跡
目
に
被
仰
付 

 

候 
 
 
 

に
対
此
平
右
衛
門
は
富
田
之
屋
敷
被
遣
候
、
誠
少
々
之
儀 

 

申
に
不
足
所
に
て
候
へ
共
、
願
目
深
ク
候
条
、
無
異
儀
被
遣
置
候
様
御 

〔
祝
〕 

取
成
、
於
我
等
可
為
悦
着
候
、
当
時
之
風
に
不
入
申
分
に
候
へ
共
、
は 

 

や
久
敷
事
に
候
間
、
下
々
若
キ
衆
之
無
御
存
知
事
も
可
有
之
候
間
、
貴 

 

所
迄
申
事
候
、
恐
々
謹
言
、 

（
年
未
詳
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛 

三
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

隆
景(

花
押
影
） 

 

（
内
藤
元
栄
） 

内
与
三
右 ま

い
る 

申
給
へ 

 

こ
れ
は
天
正
年
間
頃
、
小
早
川
隆
景
が
惣
国
検
地
の
統
括
責
任
者
で
も
あ

っ
た
毛
利
氏
家
臣
の
内
藤
元
栄
に
宛
て
、
給
地
の
調
査
に
際
し
て
深
野
平
右

衛
門
尉
が
周
防
富
田
に
持
っ
て
い
た
屋
敷
に
つ
い
て
、
元
就
が
特
別
な
事
情

で
与
え
た
も
の
だ
か
ら
と
配
慮
を
求
め
た
書
状
で
あ
る
（
39
）
。
そ
の
特
別
な

事
情
と
は
、
深
野
平
右
衛
門
尉
が
陶
氏
家
臣
深
野
平
左
衛
門
房
重
の
孫
だ
と

い
う
点
で
あ
っ
た
。 

深
野
房
重
は
船
岡
山
の
戦
い
に
参
戦
し
た
経
歴
を
持
ち
、
天
文
九
年
（
一
五

四
〇
）
に
は
陶
隆
房
（
晴
賢
）
に
従
っ
て
、
尼
子
氏
に
包
囲
さ
れ
た
毛
利
氏
の

安
芸
郡
山
城
の
救
援
に
赴
い
た
。
そ
し
て
翌
年
正
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
郡

山
合
戦
に
お
け
る
最
大
の
合
戦
で
、
房
重
は
毛
利
勢
の
後
詰
を
し
て
討
死
す

る
が
、
こ
の
時
一
連
の
軍
事
行
動
を
主
導
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
房
重
の
忠
義

を
忘
れ
な
か
っ
た
元
就
は
、
江
良
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
房
重
の
孫
を
厳
島

合
戦
で
生
け
捕
り
に
し
て
江
良
の
跡
目
を
継
が
せ
て
や
り
、
ま
た
同
じ
く
孫

で
あ
る
深
野
平
右
衛
門
尉
に
は
富
田
の
屋
敷
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

と
す
れ
ば
、
こ
の
史
料
に
見
え
る
「
江
良
養
子
（
深
野
平
左
衛
門
孫
）
」
と

前
述
し
た
「
神
六
」
と
「
江
良
」
を
同
一
人
物
だ
と
考
え
れ
ば
、
神
六
が
厳
島

合
戦
で
助
命
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
過
分
な
所
領
（
三
百
貫
）
を
毛
利
氏
か
ら

す
な
わ
ち
隆
元
は
、
①
江
良
の
事
を
取
次
ぐ
よ
う
に
と
赤
川
元
保
に
は
命 

じ
て
い
な
い
。
②
一
方
で
江
良
房
栄
な
ど
の
時
は
誰
も
が
取
次
ぎ
を
し
た
。
③

そ
な
た
が
江
良
の
要
求
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
誰
も
気
づ
か
な
い

し
、
誰
か
に
気
づ
か
れ
て
も
問
題
は
な
い
か
ら
そ
の
よ
う
に
心
得
よ
、
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
房
栄
な
と
時
は
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
加
増
を
要
求
し

た
「
江
良
」
と
「
房
栄
」
は
別
人
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ

る
。
こ
れ
を
念
頭
に
お
く
と
次
の
よ
う
な
史
料
が
目
に
留
ま
る
。 

（
江
良
賢
宣
） 

 
 

一
彼
者
之
事
、
江
弾
と
神
六
半
悪
に
付
而
、
御
方
之
江
弾
を
被
取
持
、
引 

 

立
ら
れ
候
と
て
、
以
外
気
を
わ
る
か
り
、
剰
是
故
に
御
方
之
彼
者
を 

 

御
に
く
み
候
、
近
比
迷
惑
候
、 

 こ
れ
は
、
弘
治
三･

四
年
（
一
五
五
七
・
五
八
）
頃
、
毛
利
隆
元
が
実
弟
の

小
早
川
隆
景
に
宛
て
た
自
筆
書
状
の
一
部
で
あ
る
（
34
）
。
「
江
弾
」
（
江
良

弾
正
忠
賢
宣
）
と
「
神
六
」
な
る
人
物
が
不
仲
で
あ
り
、
隆
景
が
江
良
賢
宣
に

肩
入
れ
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
そ
れ
を
嫌
っ
た
「
彼
者
」
と
隆
景
と
の
関
係
が

悪
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
隆
元
は
毛
利
氏
が
「
此
方
之
名
を
上
事
」

に
な
っ
た
防
長
計
略
に
お
け
る
江
良
賢
宣
と
神
六
の
貢
献
度
に
つ
い
て
具
体

的
に
言
及
し
、
後
者
を
支
持
す
る
「
彼
者
」
を
非
難
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
城
督
」（
35
）
と
し
て
須
々
万
に
籠
城
し
て
頑
強
に
抵
抗
し
て
い
た
賢
宣
は
、

隆
景
や
乃
美
宗
勝
の
調
略
を
受
け
て
毛
利
方
に
寝
返
る
と
、
須
々
万
を
明
け

渡
し
た
だ
け
で
な
く
そ
の
ま
ま
鹿
野
や
徳
地
を
服
従
さ
せ
た
の
で
、
陶
氏
本

拠
地
の
若
山
城
が
落
城
し
た
。
さ
ら
に
賢
宣
は
先
兵
と
し
て
山
口
に
攻
め
入

っ
た
の
で
、
高
嶺
と
姫
山
の
両
城
も
毛
利
方
の
手
に
落
ち
た
。
ま
さ
に
「
江
弾

忠
儀
は
誰
よ
り
も
随
分
と
存
候
」
と
隆
元
が
評
価
し
て
い
る
と
お
り
の
大
活

躍
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
神
六
は
、
毛
利
氏
が
宮
島
に
お
い
て
「
命
を
助
ヶ
候
て
遣
」
、

「
な
に
の
故
と
も
な
き
に
所
帯
等
過
分
遣
置
」
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
な

に
の
忠
節
候
哉
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
「
下
衆
」
（
防
長

の
大
内
氏
旧
臣
や
地
下
人
）
を
従
わ
せ
る
こ
と
も
せ
ず
、
す
べ
て
に
お
い
て
心

が
け
が
悪
い
神
六
を
「
彼
者
」
が
引
き
立
て
た
が
る
の
は
、
隆
元
か
ら
見
れ
ば

全
く
も
っ
て
「
無
曲
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
彼
者
」
と
は
、
毛
利
氏
の
有
力
家
臣
で
あ
る
赤
川
元
保
を

指
し
て
い
る
（
36
）
。
そ
し
て
、
こ
の
赤
川
の
支
援
を
受
け
た
神
六
と
は
、
賢

宣
の
同
族
で
陶
氏
旧
臣
の
江
良
神
六
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
37
）
。 

江
良
神
六
は
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
い
よ
い
よ
陶
氏
の
本
拠
地
で

あ
る
周
防
富
田
を
攻
略
し
よ
う
と
し
た
毛
利
元
就
か
ら
、
富
田
の
地
下
人
を

懐
柔
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
陶
氏
旧
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
が
（
38
）
、
賢
宣

と
は
違
っ
て
、
前
述
の
ご
と
く
「
な
に
た
る
忠
節
」
も
尽
く
さ
な
か
っ
た
。 

そ
れ
で
は
、
江
良
神
六
が
毛
利
氏
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
六



と
認
識
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
厚
遇
さ
れ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。 

（
周
防
国
都
濃
郡
） 

富
田
之
内
屋
敷
一
所
深
野
平
右
衛
門
尉
相
抱
候
、
然
者
今
度
御
給
地
付 

（
毛
利
元
就
） 

 

而
、
被
相
究
候
由
無
余
儀
候
、
定
可
被
及
聞
召
候
子
細
候
て
、
日
頼
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

（
房
重
） 

 
 
 

（
晴
賢
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
時
被
遣
置
候
、
其
趣
者
、
先
年
祖
父
深
野
平
左
衛
門
、
陶
隆
房
若
ク 

（
山
城
国
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
安
芸
国
高
田
郡
） 

候
時
、
船
岡
山
以
来
功
者
に
て
候
つ
る
間
、
彼
家
悉
皆
仕
候
、
吉
田
へ 

 

尼
子
取
懸
候
砌
、
天
神
之
尾
へ
周
防
衆
被
成
陣
替
、
吉
田
衆
宮
之
尾
を 

 

正
月
十
三
日
に
被
切
崩
は
、
同
刻
陶
衆
三
緒
鼻
江
取
上
雲
州
衆
と
大
合 

（
久
幸
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

（
房
重
）    

〔
討
ヵ
〕 

戦
之
時
、
尼
子
下
野
守
此
方
ヘ
は
深
野
平
左
衛
門
射
死
候
、
防
雲
御
弓 

 

矢
に
は
無
比
類
戦
に
候
つ
る
、
夜
中
則
雲
州
衆
退
散
候
、
宮
之
尾
為
後 

（
深
野
房
重
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詰
天
神
之
尾
周
防
衆
被
差
寄
候
事
、
始
中
終
平
左
衛
門
行
迄
候
つ
る 

（
毛
利
元
就
） 

間
、
其
忠
儀
日
頼
様
不
被
思
召
忘
、
晴
賢
宮
島
敗
軍
之
時
、
江
良
養
子 

 

平
左
衛
門
孫
に
て
候
つ
る
故
、
無
相
違
被
生
捕
、
江
良
跡
目
に
被
仰
付 

 

候 
 
 
 

に
対
此
平
右
衛
門
は
富
田
之
屋
敷
被
遣
候
、
誠
少
々
之
儀 

 

申
に
不
足
所
に
て
候
へ
共
、
願
目
深
ク
候
条
、
無
異
儀
被
遣
置
候
様
御 

〔
祝
〕 

取
成
、
於
我
等
可
為
悦
着
候
、
当
時
之
風
に
不
入
申
分
に
候
へ
共
、
は 

 

や
久
敷
事
に
候
間
、
下
々
若
キ
衆
之
無
御
存
知
事
も
可
有
之
候
間
、
貴 

 

所
迄
申
事
候
、
恐
々
謹
言
、 

（
年
未
詳
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛 

三
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

隆
景(

花
押
影
） 

 
（
内
藤
元
栄
） 

内
与
三
右 ま

い
る 

申
給
へ 

 

こ
れ
は
天
正
年
間
頃
、
小
早
川
隆
景
が
惣
国
検
地
の
統
括
責
任
者
で
も
あ

っ
た
毛
利
氏
家
臣
の
内
藤
元
栄
に
宛
て
、
給
地
の
調
査
に
際
し
て
深
野
平
右

衛
門
尉
が
周
防
富
田
に
持
っ
て
い
た
屋
敷
に
つ
い
て
、
元
就
が
特
別
な
事
情

で
与
え
た
も
の
だ
か
ら
と
配
慮
を
求
め
た
書
状
で
あ
る
（
39
）
。
そ
の
特
別
な

事
情
と
は
、
深
野
平
右
衛
門
尉
が
陶
氏
家
臣
深
野
平
左
衛
門
房
重
の
孫
だ
と

い
う
点
で
あ
っ
た
。 

深
野
房
重
は
船
岡
山
の
戦
い
に
参
戦
し
た
経
歴
を
持
ち
、
天
文
九
年
（
一
五

四
〇
）
に
は
陶
隆
房
（
晴
賢
）
に
従
っ
て
、
尼
子
氏
に
包
囲
さ
れ
た
毛
利
氏
の

安
芸
郡
山
城
の
救
援
に
赴
い
た
。
そ
し
て
翌
年
正
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
郡

山
合
戦
に
お
け
る
最
大
の
合
戦
で
、
房
重
は
毛
利
勢
の
後
詰
を
し
て
討
死
す

る
が
、
こ
の
時
一
連
の
軍
事
行
動
を
主
導
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
房
重
の
忠
義

を
忘
れ
な
か
っ
た
元
就
は
、
江
良
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
房
重
の
孫
を
厳
島

合
戦
で
生
け
捕
り
に
し
て
江
良
の
跡
目
を
継
が
せ
て
や
り
、
ま
た
同
じ
く
孫

で
あ
る
深
野
平
右
衛
門
尉
に
は
富
田
の
屋
敷
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

と
す
れ
ば
、
こ
の
史
料
に
見
え
る
「
江
良
養
子
（
深
野
平
左
衛
門
孫
）
」
と

前
述
し
た
「
神
六
」
と
「
江
良
」
を
同
一
人
物
だ
と
考
え
れ
ば
、
神
六
が
厳
島

合
戦
で
助
命
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
過
分
な
所
領
（
三
百
貫
）
を
毛
利
氏
か
ら

す
な
わ
ち
隆
元
は
、
①
江
良
の
事
を
取
次
ぐ
よ
う
に
と
赤
川
元
保
に
は
命 

じ
て
い
な
い
。
②
一
方
で
江
良
房
栄
な
ど
の
時
は
誰
も
が
取
次
ぎ
を
し
た
。
③

そ
な
た
が
江
良
の
要
求
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
誰
も
気
づ
か
な
い

し
、
誰
か
に
気
づ
か
れ
て
も
問
題
は
な
い
か
ら
そ
の
よ
う
に
心
得
よ
、
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
房
栄
な
と
時
は
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
加
増
を
要
求
し

た
「
江
良
」
と
「
房
栄
」
は
別
人
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ

る
。
こ
れ
を
念
頭
に
お
く
と
次
の
よ
う
な
史
料
が
目
に
留
ま
る
。 

（
江
良
賢
宣
） 

 
 

一
彼
者
之
事
、
江
弾
と
神
六
半
悪
に
付
而
、
御
方
之
江
弾
を
被
取
持
、
引 

 

立
ら
れ
候
と
て
、
以
外
気
を
わ
る
か
り
、
剰
是
故
に
御
方
之
彼
者
を 

 

御
に
く
み
候
、
近
比
迷
惑
候
、 

 こ
れ
は
、
弘
治
三･

四
年
（
一
五
五
七
・
五
八
）
頃
、
毛
利
隆
元
が
実
弟
の

小
早
川
隆
景
に
宛
て
た
自
筆
書
状
の
一
部
で
あ
る
（
34
）
。
「
江
弾
」
（
江
良

弾
正
忠
賢
宣
）
と
「
神
六
」
な
る
人
物
が
不
仲
で
あ
り
、
隆
景
が
江
良
賢
宣
に

肩
入
れ
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
そ
れ
を
嫌
っ
た
「
彼
者
」
と
隆
景
と
の
関
係
が

悪
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
隆
元
は
毛
利
氏
が
「
此
方
之
名
を
上
事
」

に
な
っ
た
防
長
計
略
に
お
け
る
江
良
賢
宣
と
神
六
の
貢
献
度
に
つ
い
て
具
体

的
に
言
及
し
、
後
者
を
支
持
す
る
「
彼
者
」
を
非
難
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
城
督
」（
35
）
と
し
て
須
々
万
に
籠
城
し
て
頑
強
に
抵
抗
し
て
い
た
賢
宣
は
、

隆
景
や
乃
美
宗
勝
の
調
略
を
受
け
て
毛
利
方
に
寝
返
る
と
、
須
々
万
を
明
け

渡
し
た
だ
け
で
な
く
そ
の
ま
ま
鹿
野
や
徳
地
を
服
従
さ
せ
た
の
で
、
陶
氏
本

拠
地
の
若
山
城
が
落
城
し
た
。
さ
ら
に
賢
宣
は
先
兵
と
し
て
山
口
に
攻
め
入

っ
た
の
で
、
高
嶺
と
姫
山
の
両
城
も
毛
利
方
の
手
に
落
ち
た
。
ま
さ
に
「
江
弾

忠
儀
は
誰
よ
り
も
随
分
と
存
候
」
と
隆
元
が
評
価
し
て
い
る
と
お
り
の
大
活

躍
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
神
六
は
、
毛
利
氏
が
宮
島
に
お
い
て
「
命
を
助
ヶ
候
て
遣
」
、

「
な
に
の
故
と
も
な
き
に
所
帯
等
過
分
遣
置
」
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
な

に
の
忠
節
候
哉
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
「
下
衆
」
（
防
長

の
大
内
氏
旧
臣
や
地
下
人
）
を
従
わ
せ
る
こ
と
も
せ
ず
、
す
べ
て
に
お
い
て
心

が
け
が
悪
い
神
六
を
「
彼
者
」
が
引
き
立
て
た
が
る
の
は
、
隆
元
か
ら
見
れ
ば

全
く
も
っ
て
「
無
曲
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
彼
者
」
と
は
、
毛
利
氏
の
有
力
家
臣
で
あ
る
赤
川
元
保
を

指
し
て
い
る
（
36
）
。
そ
し
て
、
こ
の
赤
川
の
支
援
を
受
け
た
神
六
と
は
、
賢

宣
の
同
族
で
陶
氏
旧
臣
の
江
良
神
六
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
37
）
。 

江
良
神
六
は
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
い
よ
い
よ
陶
氏
の
本
拠
地
で

あ
る
周
防
富
田
を
攻
略
し
よ
う
と
し
た
毛
利
元
就
か
ら
、
富
田
の
地
下
人
を

懐
柔
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
陶
氏
旧
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
が
（
38
）
、
賢
宣

と
は
違
っ
て
、
前
述
の
ご
と
く
「
な
に
た
る
忠
節
」
も
尽
く
さ
な
か
っ
た
。 

そ
れ
で
は
、
江
良
神
六
が
毛
利
氏
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
七



  

おお
わわ
りり
にに  

中
世
領
主
と
し
て
の
陶
氏
は
、
権
力
体
と
し
て
の
意
思
を
伝
え
る
場
合
、
当

主
名
の
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
当
主
の
意
を
奉
じ
た
複
数
の
有
力
家
臣
が
連

署
し
た
奉
書
を
用
い
た
。
陶
氏
の
場
合
、
こ
う
い
う
家
中
支
配
機
構
を
一
四
世

紀
末
の
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
に
は
成
立
さ
せ
て
お
り
（
51
）
、
こ
れ
は
他

の
大
内
氏
有
力
家
臣
に
比
べ
て
時
期
的
に
最
も
早
い
。
彼
ら
奉
者
は
、
特
定
の

実
務
に
従
事
し
た
者
を
除
け
ば
、
奉
行
人
、
及
び
小
守
護
代
な
ど
を
務
め
る
、

さ
ら
に
格
の
高
い
「
老
者
」
（
52
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
宿
老
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
。
彼
ら
は
、
時
に
は
当
主
の
行
動
を
規
制
し
た
り
、
外
部
に
対
し
て
当
主

と
共
に
陶
氏
権
力
を
代
表
す
る
場
合
が
あ
っ
た
（
53
）
。
そ
し
て
陶
氏
権
力
と

し
て
の
意
思
決
定
は
、
当
主
の
独
断
で
な
く
、
有
力
家
臣
を
加
え
た
合
議
に
も

と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
54
）
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
と
そ

れ
を
支
え
る
存
在
は
、
陶
氏
権
力
に
公
儀
性
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
、
野
上
氏
を
筆
頭
と
し
て
、
伊
香
賀
、

江
良
、
山
崎
、
安
岡
、
毛
利
の
各
氏
で
あ
っ
た
。 

以
上
述
べ
た
こ
と
を
奉
者
の
み
な
ら
ず
、
奉
書
の
分
析
を
通
し
て
よ
り
具

体
的
に
実
証
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

   

註註  

（
１
）
『
山
口
県
史 

通
史
編 

中
世
』
第
四
編
第
一
章
（
和
田
執
筆
分
。
以
下

『
県
史 

通
史
』
と
略
記
）
。
以
下
、
陶
氏
に
関
す
る
記
述
は
特
に
断
ら

な
い
限
り
同
書
に
拠
る
。 

（
２
） 

陶
氏
の
意
を
奉
じ
た
こ
と
が
自
明
な
奉
書
文
言
が
明
記
さ
れ
た
典
型

的
な
奉
書
以
外
に
も
、直
接
的
な
奉
書
文
言
が
明
記
さ
れ
な
く
て
も
複
数

の
家
臣
が
連
署
し
て
発
給
し
た
文
書
を
対
象
と
し
た
。 

（
３
）
『
防
長
風
土
注
進
案 

十
三
巻
』
三
九
七
頁
（
以
下
、
『
注
進
案 

十
三
』

三
九
七
頁
の
ご
と
く
略
記
）
。
「
松
江
八
幡
宮
天
文
十
二
年
大
般
若
経

紙
背
文
書
」
二
三
一
～
二
三
三
号
文
書
（
『
山
口
県
史 

史
料
編 

中
世

４
』
九
四
二
～
九
四
四
頁
）
。
以
下
、｢

松
江｣

二
三
一
～
二
三
三
（
『
中

世
４
』
九
四
二
～
九
四
四
頁
）
の
ご
と
く
略
記
。 

（
４
）
阿
川
断
泥
『
器
之
為
璠
禅
師
行
巻
』
下
巻
（
一
八
九
五
年
）
一
二
頁
。 

（
５
）
「
東
福
寺
文
書
」
四
四
八
号
文
書
（
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
二
十 

東
福

寺
文
書
之
二
』
四
三
九
～
四
五
四
頁
）
。 

（
６
）
「
房
顕
覚
書
」
一
九
（
『
広
島
県
史 

古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』
一
一
二
〇

頁
）
。
以
下
、
房
顕
一
九
の
ご
と
く
略
記
。 

（
７
）
「
閥
閲
録
」
巻
七
一
小
野
貞
右
衛
門
32
号
文
書
。
以
下
、
閥
七
一
小
野

32
の
ご
と
く
略
記
。 

（
８
）
『
注
進
案 

八
』
一
二
三
頁
。 

（
９
）
註
５
に
同
じ
。 

（
10
）
『
平
生
町
史
』
（
平
生
町
役
場
、
一
九
七
八
年
）
二
六
一
頁
。 

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
八



  
おお
わわ
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にに  

中
世
領
主
と
し
て
の
陶
氏
は
、
権
力
体
と
し
て
の
意
思
を
伝
え
る
場
合
、
当

主
名
の
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
当
主
の
意
を
奉
じ
た
複
数
の
有
力
家
臣
が
連

署
し
た
奉
書
を
用
い
た
。
陶
氏
の
場
合
、
こ
う
い
う
家
中
支
配
機
構
を
一
四
世

紀
末
の
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
に
は
成
立
さ
せ
て
お
り
（
51
）
、
こ
れ
は
他

の
大
内
氏
有
力
家
臣
に
比
べ
て
時
期
的
に
最
も
早
い
。
彼
ら
奉
者
は
、
特
定
の

実
務
に
従
事
し
た
者
を
除
け
ば
、
奉
行
人
、
及
び
小
守
護
代
な
ど
を
務
め
る
、

さ
ら
に
格
の
高
い
「
老
者
」
（
52
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
宿
老
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
。
彼
ら
は
、
時
に
は
当
主
の
行
動
を
規
制
し
た
り
、
外
部
に
対
し
て
当
主

と
共
に
陶
氏
権
力
を
代
表
す
る
場
合
が
あ
っ
た
（
53
）
。
そ
し
て
陶
氏
権
力
と

し
て
の
意
思
決
定
は
、
当
主
の
独
断
で
な
く
、
有
力
家
臣
を
加
え
た
合
議
に
も

と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
54
）
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
と
そ

れ
を
支
え
る
存
在
は
、
陶
氏
権
力
に
公
儀
性
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
、
野
上
氏
を
筆
頭
と
し
て
、
伊
香
賀
、

江
良
、
山
崎
、
安
岡
、
毛
利
の
各
氏
で
あ
っ
た
。 

以
上
述
べ
た
こ
と
を
奉
者
の
み
な
ら
ず
、
奉
書
の
分
析
を
通
し
て
よ
り
具

体
的
に
実
証
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

   

註註  

（
１
）
『
山
口
県
史 

通
史
編 

中
世
』
第
四
編
第
一
章
（
和
田
執
筆
分
。
以
下

『
県
史 

通
史
』
と
略
記
）
。
以
下
、
陶
氏
に
関
す
る
記
述
は
特
に
断
ら

な
い
限
り
同
書
に
拠
る
。 

（
２
） 

陶
氏
の
意
を
奉
じ
た
こ
と
が
自
明
な
奉
書
文
言
が
明
記
さ
れ
た
典
型

的
な
奉
書
以
外
に
も
、直
接
的
な
奉
書
文
言
が
明
記
さ
れ
な
く
て
も
複
数

の
家
臣
が
連
署
し
て
発
給
し
た
文
書
を
対
象
と
し
た
。 

（
３
）
『
防
長
風
土
注
進
案 

十
三
巻
』
三
九
七
頁
（
以
下
、
『
注
進
案 

十
三
』

三
九
七
頁
の
ご
と
く
略
記
）
。
「
松
江
八
幡
宮
天
文
十
二
年
大
般
若
経

紙
背
文
書
」
二
三
一
～
二
三
三
号
文
書
（
『
山
口
県
史 

史
料
編 

中
世

４
』
九
四
二
～
九
四
四
頁
）
。
以
下
、｢

松
江｣

二
三
一
～
二
三
三
（
『
中

世
４
』
九
四
二
～
九
四
四
頁
）
の
ご
と
く
略
記
。 

（
４
）
阿
川
断
泥
『
器
之
為
璠
禅
師
行
巻
』
下
巻
（
一
八
九
五
年
）
一
二
頁
。 

（
５
）
「
東
福
寺
文
書
」
四
四
八
号
文
書
（
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
二
十 

東
福

寺
文
書
之
二
』
四
三
九
～
四
五
四
頁
）
。 

（
６
）
「
房
顕
覚
書
」
一
九
（
『
広
島
県
史 

古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』
一
一
二
〇

頁
）
。
以
下
、
房
顕
一
九
の
ご
と
く
略
記
。 

（
７
）
「
閥
閲
録
」
巻
七
一
小
野
貞
右
衛
門
32
号
文
書
。
以
下
、
閥
七
一
小
野

32
の
ご
と
く
略
記
。 

（
８
）
『
注
進
案 

八
』
一
二
三
頁
。 

（
９
）
註
５
に
同
じ
。 

（
10
）
『
平
生
町
史
』
（
平
生
町
役
場
、
一
九
七
八
年
）
二
六
一
頁
。 

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

五
九



（
11
）
「
中
国
九
州
御
祓
賦
帳
」(

『
中
世
１
』
五
四
二
頁)

。
「
譜
録
」
河
内

山
甚
右
衛
門
光
通
。 

（
12
）
「
山
田
家
文
書
」
一
七
（
『
中
世
３
』
五
九
二
頁
）
ほ
か
。 

（
13
）
註
５
に
同
じ
。 

（
14
）
桑
田
和
明
「
温
科
氏
と
大
内
氏
・
毛
利
氏
・
宗
像
氏
と
の
関
係
に
つ
い

て
」
（
『
沖
ノ
島
研
究
』
七
、
二
〇
二
一
年
）
三
～
四
頁
。 

（
15
）
「
大
永
享
禄
之
比
御
状
并
書
状
之
跡
付
」
（
『
戦
国
遺
文 

大
内
氏
編

三
』
三
三
〇
頁
）
。 

（
16
）
房
顕
三
〇
。 

（
17
）
『
注
進
案 

三
』
一
四
〇
頁
。 

（
18
）
秋
山
伸
隆
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
）
七
二
頁
ほ
か
。 

（
19
）
「
石
光
家
文
書
（
写
）
」
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
。
請
求
番
号
は
「
県

史
編
纂
所
史
料
」
九
一
四
）
。 

（
20
）
大
内
氏
直
臣
の
宮
川
（
宮
河
）
氏
の
実
名
は
頼
直
（
「
長
門
国
守
護
代

記
」
〈
『
中
世
１
』
六
〇
七
頁
〉
）
、
貞
頼
（
「
山
口
大
神
宮
文
書
」
一

〈
『
中
世
２
』
九
〇
八
頁
〉
）
、
頼
永
（
「
興
隆
寺
文
書
」
二
三
七
〈
『
中

世
３
』
三
二
四
頁
〉
） 

で
あ
る
。 

（
21
）
『
注
進
案 

八
』
一
二
四
頁
。 

（
22
）
「
蜷
川
親
元
日
記
」
文
明
十
三
年
六
月
二
日
条
（
『
中
世
１
』
一
九
二

頁
）
。 

（
23
）
註
５
に
同
じ
。 

（
24
）
「
神
上
神
社
文
書
」
七
（
『
中
世
２
』
二
六
一
頁
）
。 

（
25
）
註
５
に
同
じ
。 

（
26
）｢

松
江｣

二
三
一
（
『
中
世
４
』
九
四
二
頁
）
。 

（
27
）
御
薗
生
翁
甫
『
大
内
氏
史
研
究
（
復
刻
版
）
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九

七
七
年
）
一
一
二
～
一
一
三
頁
。 

（
28
）
「
加
藤
家
文
書
」
（
『
戦
国
遺
文 

大
内
氏
編
一
』
一
四
〇
頁
）
。
「
梅

霖
守
龍
周
防
下
向
日
記
」
（
『
中
世
１
』
四
六
八
頁
）
。
房
顕
一
五
。
『
注

進
案 

十
五
』
六
九
二
頁
ほ
か
。 

（
29
）
閥
一
二
〇
香
原
１
。 

（
30
）
古
く
は
近
藤
清
石
『
大
内
氏
実
録
』（
一
八
九
一
年
）
の
「
列
伝
十
六
」

で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
廿
日
市
町
史
』
通
史

編
上
（
廿
日
市
町
、
一
九
八
八
年
）
や
『
鹿
野
町
誌
（
増
補
改
訂
）
』
（
鹿

野
町
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
所
縁
の
自
治
体
史
、
及
び
厳
島
合
戦
に
言

及
し
た
毛
利
氏
関
係
の
著
作
・
論
考
に
は
幅
広
く
登
場
す
る
。
た
だ
し
、

専
論
と
呼
べ
る
も
の
は
管
見
の
限
り
、
栗
栖
赳
夫
「
江
良
丹
後
守
」
（
一

九
五
六
年
）
く
ら
い
で
あ
る
。 

（
31
）
房
顕
三
〇
。
「
大
内
殿
滅
亡
之
次
第
」
（
『
中
世
１
』
七
四
六
頁
）
。 

（
32
）
渡
辺
世
祐
『
毛
利
元
就
卿
伝
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
四
年
）
一
九

七
～
一
九
九
頁
。
河
合
正
治
『
安
芸
毛
利
一
族
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一

九
八
四
年
）
一
八
一
～
一
八
二
頁
ほ
か
。 

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
〇



（
11
）
「
中
国
九
州
御
祓
賦
帳
」(

『
中
世
１
』
五
四
二
頁)

。
「
譜
録
」
河
内

山
甚
右
衛
門
光
通
。 

（
12
）
「
山
田
家
文
書
」
一
七
（
『
中
世
３
』
五
九
二
頁
）
ほ
か
。 

（
13
）
註
５
に
同
じ
。 

（
14
）
桑
田
和
明
「
温
科
氏
と
大
内
氏
・
毛
利
氏
・
宗
像
氏
と
の
関
係
に
つ
い

て
」
（
『
沖
ノ
島
研
究
』
七
、
二
〇
二
一
年
）
三
～
四
頁
。 

（
15
）
「
大
永
享
禄
之
比
御
状
并
書
状
之
跡
付
」
（
『
戦
国
遺
文 

大
内
氏
編

三
』
三
三
〇
頁
）
。 

（
16
）
房
顕
三
〇
。 

（
17
）
『
注
進
案 

三
』
一
四
〇
頁
。 

（
18
）
秋
山
伸
隆
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
）
七
二
頁
ほ
か
。 

（
19
）
「
石
光
家
文
書
（
写
）
」
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
。
請
求
番
号
は
「
県

史
編
纂
所
史
料
」
九
一
四
）
。 

（
20
）
大
内
氏
直
臣
の
宮
川
（
宮
河
）
氏
の
実
名
は
頼
直
（
「
長
門
国
守
護
代

記
」
〈
『
中
世
１
』
六
〇
七
頁
〉
）
、
貞
頼
（
「
山
口
大
神
宮
文
書
」
一

〈
『
中
世
２
』
九
〇
八
頁
〉
）
、
頼
永
（
「
興
隆
寺
文
書
」
二
三
七
〈
『
中

世
３
』
三
二
四
頁
〉
） 

で
あ
る
。 

（
21
）
『
注
進
案 

八
』
一
二
四
頁
。 

（
22
）
「
蜷
川
親
元
日
記
」
文
明
十
三
年
六
月
二
日
条
（
『
中
世
１
』
一
九
二

頁
）
。 

（
23
）
註
５
に
同
じ
。 

（
24
）
「
神
上
神
社
文
書
」
七
（
『
中
世
２
』
二
六
一
頁
）
。 

（
25
）
註
５
に
同
じ
。 

（
26
）｢

松
江｣

二
三
一
（
『
中
世
４
』
九
四
二
頁
）
。 

（
27
）
御
薗
生
翁
甫
『
大
内
氏
史
研
究
（
復
刻
版
）
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九

七
七
年
）
一
一
二
～
一
一
三
頁
。 

（
28
）
「
加
藤
家
文
書
」
（
『
戦
国
遺
文 

大
内
氏
編
一
』
一
四
〇
頁
）
。
「
梅

霖
守
龍
周
防
下
向
日
記
」
（
『
中
世
１
』
四
六
八
頁
）
。
房
顕
一
五
。
『
注

進
案 

十
五
』
六
九
二
頁
ほ
か
。 

（
29
）
閥
一
二
〇
香
原
１
。 

（
30
）
古
く
は
近
藤
清
石
『
大
内
氏
実
録
』（
一
八
九
一
年
）
の
「
列
伝
十
六
」

で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
廿
日
市
町
史
』
通
史

編
上
（
廿
日
市
町
、
一
九
八
八
年
）
や
『
鹿
野
町
誌
（
増
補
改
訂
）
』
（
鹿

野
町
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
所
縁
の
自
治
体
史
、
及
び
厳
島
合
戦
に
言

及
し
た
毛
利
氏
関
係
の
著
作
・
論
考
に
は
幅
広
く
登
場
す
る
。
た
だ
し
、

専
論
と
呼
べ
る
も
の
は
管
見
の
限
り
、
栗
栖
赳
夫
「
江
良
丹
後
守
」
（
一

九
五
六
年
）
く
ら
い
で
あ
る
。 

（
31
）
房
顕
三
〇
。
「
大
内
殿
滅
亡
之
次
第
」
（
『
中
世
１
』
七
四
六
頁
）
。 

（
32
）
渡
辺
世
祐
『
毛
利
元
就
卿
伝
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
四
年
）
一
九

七
～
一
九
九
頁
。
河
合
正
治
『
安
芸
毛
利
一
族
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一

九
八
四
年
）
一
八
一
～
一
八
二
頁
ほ
か
。 

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
一



№
苗
字

実
名

法
名

通
称
・
官
職
名

署
判
期
間
（
←
初
見
～
終
見
→
）

備
考
（
出
自
/本

貫
/本

拠
/履

歴
等
）

1
江
良

広
慶

太
郎
入
道

←
応
永
5(1398)6.20→

長
門
豊
浦
郡
？
/←

応
永
8～

応
永
14.9.17→

長
門
小

守
護
代
(長

門
国
守
護
代
記
、
石
清
水
）
。

2
親
賢

←
応
永
5(1398)6.20→

3
直
ヵ
阿

←
応
永
5(1398)6.20→

4
安
岐

盛
輔

大
炊
、
大
炊
助

←
永
享
3(1431)9.15→

←
応
永
18.4.29～

永
享
4.2.13→

長
門
小
守
護
代
(正

法
寺
、
長
門
国
守
護
代
記
)。

5
近
藤

妙
林

掃
部

←
永
享
3(1431)9.15→

6
大
楽

政
秀

勇
部

←
永
享
3(1431)9.15→

7
野
上

常
景

蔵
人

←
永
享
3(1431)9.15→

周
防
都
濃
郡
。

8
山
崎

盛
泰

将
監

←
永
享
3(1431)9.15→

　

9
浅
江

　
道
寿

美
濃
守
、
美
濃
入
道

←
長
禄
3(1459)1.22→

周
防
都
濃
郡
/応

仁
2.9富

田
公
用
米
の
国
衙
納
入
に
関

与
(東

大
寺
）
。

10
伊
香
賀

盛
種

伊
賀
守

←
長
禄
3(1459)1.22→

藤
原
姓
/応

仁
2.9富

田
公
用
米
の
国
衙
納
入
に
関
与
(東

大
寺
）
。
文
明
3.11.1益

田
貞
兼
へ
の
使
者
(益

田
）
。

11
野
上

景
忠

隠
岐
守

←
長
禄
3(1459)1.22→

周
防
都
濃
郡
/←

寛
正
2.7.24～

文
正
1.12.15→

周
防

小
守
護
代
(閥

150臼
杵
、
興
隆
寺
）
。

12
深
野

昌
勢

土
佐
守

←
長
禄
3(1459)1.22→

周
防
吉
敷
郡
。

13
安
岡

重
村

和
泉
守
、
和
泉
入
道

←
長
禄
3(1459)1.22→

長
門
豊
西
郡
？
/応

仁
2.9富

田
公
用
米
の
国
衙
納
入
に

関
与
(東

大
寺
）
。

14
安
村

資
家

因
幡
守

←
長
禄
3(1459)1.22→

15
盛
郷

左
近
将
監

←
長
禄
3(1459)1.22→

16
種
宗

←
応
仁
2(1468).9.12→

応
仁
2.9.12在

京
(東

大
寺
）
。

表
１

　
陶

氏
奉

書
署

判
者

一
覧

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
二



陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
三



陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
四



陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
五



№
苗
字

実
名

法
名

通
称
・
官
職
名

署
判
期
間
（
←
初
見
～
終
見
→
）

備
考
（
出
自
/本

貫
/本

拠
/履

歴
等
）

54
世
良

雅
楽
助

←
天
文
20(1551)12.26→

天
文
19.12.20隆

房
の
使
者
と
し
て
梅
霖
守
龍
に
米
一

石
他
を
渡
し
、
得
地
米
の
勘
渡
を
約
す
(梅

霖
守
龍
周

防
下
向
日
記
）
。

55
山
崎

房
泰

左
馬
助

←
天
文
20(1551)12.26→

56
左
衛
門
尉

←
天
文
20(1551)12.26→

57
昌
康

←
天
文
21(1552)2.22→

58
　

房
則

　
←
天
文
21(1552)7.16→

59
伊
香
賀

房
明

民
部
少
輔

←
天
文
21(1552)7.16～

天
文
23(1554)5.19→

藤
原
姓
/[天

文
20.５

頃
]「

謀
叛
ノ
評
定
」
に
参
加

(多
々
良
盛
衰
記
）
。
天
文
23.6.21津

和
野
城
包
囲
戦

に
参
戦
(児

玉
採
集
)。

天
文
24.閏

10.18東
福
寺
か
ら

折
紙
銭
２
貫
文
受
取
(東

福
寺
）
。

60
毛
利

房
広

河
内
守

←
天
文
21(1552)11.22→

大
江
姓
/安

芸
毛
利
氏
庶
流
/←

天
文
21.2.22～

天
文

22.7.20→
筑
前
小
守
護
代
(石

清
水
、
青
柳
）
。

61
渡
辺

照
出
雲
守

←
天
文
22(1553)5.20→

62
木
原

栄
子

対
馬
守

←
天
文
22(1553)5.23→

63
土
肥

賢
秀

越
中
守

←
天
文
22(1553)5.23→

64
江
良

賢
宣

弾
正
忠

←
天
文
23(1554)2.29→

長
門
豊
浦
郡
？
/←

天
文
23.5.19安

芸
桜
尾
城
在
城
(熊

谷
、
二
宮
覚
書
）
。
←
弘
治
3.3.3周

防
須
々
万
要
害
在

城
(閥

84児
玉
）
。
「
す
ゝ
ま
の
城
督
」
(大

内
殿
滅
亡

之
次
第
）
。
の
ち
毛
利
氏
に
仕
え
る
。
永
禄
12筑

前
立

花
で
戦
死
（
注
進
案
）
。

65
伊
香
賀

　
伊
賀
守

←
天
文
23(1554)3.15→

藤
原
姓
。

66
宮
川

房
頼

甲
斐
守

←
天
文
23(1554)ヵ

5.11
　
　
　
　
　
～
[天

文
23(1554)以

前
]6.23→

永
正
8.8.24京

都
船
岡
山
の
戦
い
で
高
名
(房

顕
覚

書
）
。
天
文
23.6.5安

芸
明
石
口
の
戦
い
で
戦
死
(中

村
）
。

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
六



№
苗
字

実
名

法
名

通
称
・
官
職
名

署
判
期
間
（
←
初
見
～
終
見
→
）

備
考
（
出
自
/本

貫
/本

拠
/履

歴
等
）

67
宮
川

昌
頼

伊
豆
守

←
[天

文
21(1552)～

弘
治
2(1556)]10.24→

弘
治
3.3毛

利
氏
に
服
属
(閥

84児
玉
）
。

68
伊
香
賀

散
位
、
太
郎
？

←
弘
治
2(1556)5.5～

弘
治
2(1556)10.11？

→
藤
原
姓
。

69
伊
香
賀

石
見
守

←
弘
治
2(1556)5.5～

弘
治
2(1556)10.11→

藤
原
姓
/弘

治
3.8.15長

門
厚
狭
郡
内
末
益
名
12石

并
山
川
別
府
６
石
足
先
知
行
(閥

160岩
武
）
。

70
毛
利

房
維

木
工
助

←
弘
治
2(1556)5.5～

[永
禄
年
間
]12.13→

大
江
姓
/安

芸
毛
利
氏
庶
流
。

71
伊
香
賀

賢
郷

太
郎

←
[永

禄
年
間
]12.13→

藤
原
姓
。

72
伊
香
賀

房
直

宮
内
少
輔

←
[永

禄
年
間
]12.13→

藤
原
姓
/の

ち
杉
氏
に
仕
え
る
(閥

120香
原
）
。

73
野
上

賢
令

治
部
少
輔

←
[永

禄
年
間
]12.13→

周
防
都
濃
郡
。

74
野
上

久
増

平
太
郎

←
[永

禄
年
間
]12.13→

周
防
都
濃
郡
。

図
１

　
陶

氏
略

系
図

長
房

興
明

興
房

盛
政

隆
房

（晴
賢

）

弘
房

弘
護

武
護

鶴
寿

丸

【
大

内
】

【
右

田
】

【
陶

】

盛
長

弘
政

弘
長

貞
成

盛
房

弘
俊

重
俊

弘
賢

盛
長

盛
綱

盛
俊

№
苗
字

実
名

法
名

通
称
・
官
職
名

署
判
期
間
（
←
初
見
～
終
見
→
）

備
考
（
出
自
/本

貫
/本

拠
/履

歴
等
）

54
世
良

雅
楽
助

←
天
文
20(1551)12.26→

天
文
19.12.20隆

房
の
使
者
と
し
て
梅
霖
守
龍
に
米
一

石
他
を
渡
し
、
得
地
米
の
勘
渡
を
約
す
(梅

霖
守
龍
周

防
下
向
日
記
）
。

55
山
崎

房
泰

左
馬
助

←
天
文
20(1551)12.26→

56
左
衛
門
尉

←
天
文
20(1551)12.26→

57
昌
康

←
天
文
21(1552)2.22→

58
　

房
則

　
←
天
文
21(1552)7.16→

59
伊
香
賀

房
明

民
部
少
輔

←
天
文
21(1552)7.16～

天
文
23(1554)5.19→

藤
原
姓
/[天

文
20.５

頃
]「

謀
叛
ノ
評
定
」
に
参
加

(多
々
良
盛
衰
記
）
。
天
文
23.6.21津

和
野
城
包
囲
戦

に
参
戦
(児

玉
採
集
)。

天
文
24.閏

10.18東
福
寺
か
ら

折
紙
銭
２
貫
文
受
取
(東

福
寺
）
。

60
毛
利

房
広

河
内
守

←
天
文
21(1552)11.22→

大
江
姓
/安

芸
毛
利
氏
庶
流
/←

天
文
21.2.22～

天
文

22.7.20→
筑
前
小
守
護
代
(石

清
水
、
青
柳
）
。

61
渡
辺

照
出
雲
守

←
天
文
22(1553)5.20→

62
木
原

栄
子

対
馬
守

←
天
文
22(1553)5.23→

63
土
肥

賢
秀

越
中
守

←
天
文
22(1553)5.23→

64
江
良

賢
宣

弾
正
忠

←
天
文
23(1554)2.29→

長
門
豊
浦
郡
？
/←

天
文
23.5.19安

芸
桜
尾
城
在
城
(熊

谷
、
二
宮
覚
書
）
。
←
弘
治
3.3.3周

防
須
々
万
要
害
在

城
(閥

84児
玉
）
。
「
す
ゝ
ま
の
城
督
」
(大

内
殿
滅
亡

之
次
第
）
。
の
ち
毛
利
氏
に
仕
え
る
。
永
禄
12筑

前
立

花
で
戦
死
（
注
進
案
）
。

65
伊
香
賀

　
伊
賀
守

←
天
文
23(1554)3.15→

藤
原
姓
。

66
宮
川

房
頼

甲
斐
守

←
天
文
23(1554)ヵ

5.11
　
　
　
　
　
～
[天

文
23(1554)以

前
]6.23→

永
正
8.8.24京

都
船
岡
山
の
戦
い
で
高
名
(房

顕
覚

書
）
。
天
文
23.6.5安

芸
明
石
口
の
戦
い
で
戦
死
(中

村
）
。

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）

六
七



  

                                      

1 

 

は
じ
め
に 

 

江
戸
時
代
、
武
家
に
生
ま
れ
た
男
子
に
は
、
ま
ず
童
名
（
わ
ら
わ
な
、

幼
名
）
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
元
服
（
成
人
）
す
る
と
、
童
名
を
改

め
て
男
名
（
お
と
な
な
）
が
付
け
ら
れ
た
。
元
服
の
年
齢
は
、
一
般
的
に

は
一
五
歳
だ
が
、
そ
の
家
の
事
情
に
よ
っ
て
幅
が
あ
っ
た
。
童
名
も
男
名

も
、
仮
名
（
け
み
ょ
う
、
通
称
）
と
し
て
日
常
的
に
彼
を
指
す
名
前
と
し

て
通
用
し
た
。
ま
た
元
服
の
際
に
は
、
諱
（
い
み
な
、
実
名
〈
じ
つ
み
ょ
う
〉
）

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
諱
は
忌
む
べ
き
も
の
で
、
通
常
は
名
乗
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。 

仮
名
も
実
名
も
様
々
な
事
情
に
よ
っ
て
替
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

元
服
し
た
際
の
男
名
と
実
名
で
生
涯
を
過
ご
す
者
も
い
た
。
な
お
家
臣
の

な
か
に
は
、
隠
居
後
に
剃
髪
し
て
法
名
を
名
乗
る
者
や
、
俳
諧
や
絵
画
な

ど
を
嗜
ん
で
、
俳
号
・
雅
号
な
ど
を
持
つ
者
も
い
た
。 

小
稿
は
、
萩
藩
家
臣
団
の
仮
名
（
通
称
）
・
実
名
（
諱
）
、
名
字
を
め

ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
関
連
資
料
を
紹
介
し
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。 

 

一 

元
文
五
年
の
「
同
氏
同
名
」
問
題 

 現
代
社
会
に
お
い
て
、
同
じ
職
場
や
学
校
の
な
か
に
同
姓
同
名
の
人

物
が
い
た
ら
、
そ
の
人
た
ち
を
区
別
す
る
た
め
に
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
問
題
は
、
萩
藩
の
家
臣
団
内
部
で
も
生
じ
て
い
た
。
関
ヶ
原
戦
後
、

毛
利
氏
は
中
国
地
方
八
か
国
か
ら
周
防
・
長
門
二
か
国
に
減
封
と
な
っ
た
。

財
政
難
と
い
う
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
家
臣
団
の
数
は
、
次
第
に
増
加
し

て
い
っ
た
。
家
臣
の
兄
弟
を
別
家
と
し
て
取
り
立
て
た
り
、
牢
人
な
ど
を

新
規
に
召
し
抱
え
た
り
す
る
な
ど
、
江
戸
中
期
頃
に
は
総
数
五
六
〇
〇
人

以
上
に
膨
ら
ん
で
い
た
（
１
）

。
こ
の
う
ち
、
名
字
を
名
乗
れ
る
家
臣
の
数

は
、
お
よ
そ
二
七
〇
〇
家
で
あ
っ
た
。
「
同
氏
」
（
同
称
号
、
同
名
字
）

萩
藩
家
臣
団
の
仮
名
・
実
名
、
名
字
を
め
ぐ
っ
て 

河
本 

福
美 

  

                                      

2 

の
家
も
多
く
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
「
い
ろ
は
寄
分
限
帳
」
（
２
）

に
よ
る
と
、
井
上
五
五
家
・
粟
屋
五
二
家
の
よ
う
に
五
〇
家
を
超
す
名
字

も
あ
り
、
自
然
と
「
同
氏
同
名
」
の
問
題
が
起
き
た
よ
う
だ
。
「
同
氏
」

の
家
臣
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
仮
名
が
重
な
る
こ
と
も
当
然
起
き
う
る
。 

萩
藩
で
は
、
知
行
持
ち
の
家
臣
を
分
限
帳
に
、
知
行
を
持
た
な
い
（
無

足
）
家
臣
は
無
給
帳
に
、
そ
れ
ぞ
れ
禄
高
と
名
前
が
登
載
さ
れ
た
。
以
下
、

分
限
帳
・
無
給
帳
双
方
を
指
す
と
き
は
、
給
禄
帳
と
記
す
。 

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
十
一
月
、
給
禄
帳
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
際
、
家
臣
本
人
に
加
え
て
嫡
子
の
仮
名
（
通
称
）
も
登
載
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
臣
の
名
前
の
数
が
増
え
、
「
同
氏

同
名
」
の
家
臣
の
存
在
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
改
訂
か

ら
一
年
、
元
文
五
年
の
暮
に
は
、
「
同
氏
同
名
」
の
家
臣
が
複
数
存
在
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
遠
近
方
に
次
の
よ
う
な
指
示
が
出
さ
れ
た
（
３
）

。 

御
家
来
中
数
多
同
氏
同
名
有
之
ニ
付
、
相
改
候
様
ニ
与
被
仰
出
候
付
、

分
限
帳
見
合
、
左
之
通
相
調
差
出
候
処
、
元
文
五
申
十
二
月
十
八
日

及
御
聞
、
同
称
号
同
名
申
談
、
年
内
名
替
仕
候
様
ニ
と
の
御
事
ニ
而
、

末
国
与
左
衛
門
ゟ
遠
近
方
江
此
付
立
被
相
渡
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
称
号
ノ
同
仮
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
手
廻
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村
次
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
供
徒
士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
手
廻
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
左
衛
門
嫡
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
九
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
徒
士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
計
一
四
組
、
一
二
組
分
は
省
略
） 

右
分
限
帳
見
合
せ
申
候
分
如
是
御
座
候
、
此
外
ニ
茂
同
称
号
同
仮
名

之
分
可
有
御
座
候
得
共
、
委
細
ニ
讃
談
被
仰
付
候
へ
者
、
一
通
り
御

家
来
中
本
人
・
嫡
子
共
御
役
所
分
限
帳
ニ
而
見
合
、
隠
居
者
之
儀
者

諸
支
配
ゟ
之
付
出
を
取
、
孰
茂
い
ろ
は
寄
ニ
相
調
、
其
上
ニ
而
同
称

号
之
書
寄
せ
を
仕
候
儀
御
座
候
付
而
、
引
し
ら
へ
旁
日
数
懸
り
可
申

様
ニ
奉
存
候
事
（
欠
字
は
省
略
し
た
） 

家
臣
の
な
か
に
「
同
氏
同
名
」
の
者
が
い
る
の
で
精
査
す
る
よ
う
指

示
が
あ
り
、
遠
近
方
が
一
四
組
の
家
臣
を
確
認
し
報
告
を
上
げ
た
。
藩
主

宗
広
は
、
同
年
十
二
月
十
八
日
、
「
同
称
号
同
名
申
談
、
年
内
名
替
仕
候

様
ニ
と
の
御
事
」
と
、
該
当
の
家
臣
は
相
談
し
て
年
末
ま
で
に
「
名
替
」

を
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
た
。 

御
家
来
中
数
多
之
儀
故
、
同
氏
同
名
之
者
有
之
紛
敷
儀
候
条
、
本

陶
氏
の
奉
書
署
判
者
に
つ
い
て
　（
和
田
）
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